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日本年金機構事業管理部門担当理事殿

年管管発 0630第 1号

平成 23年 6月 30日

!製自liil語
厚生労働省年金局事業管理課竜田菌室講

自iiiRE間E
国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正に

伴う診断書の様式変更等について

「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について」については、

平成 23年 6月 30日年発 0630第 1号をもって、厚生労働省年金局長より日本

年金機構理事長あてに通知されたところですが、これに伴い、認定事務をより

円滑に行うため、診断書(精神の障害用)様式第 120号の 4の一部を別紙の

とおり変更することとしましたので通知します。

また、今般の一部改正により、 「第8節/精神の障害」の認定要領に「発達

障害」の項目を新たに設けたことから、別添の認定事例を作成したので認定の

参考として活用されたい。



(別紙)

。診断書(精神の障害用)様式第 120号の4

(傍線部分は改正部分)

改 正 後 改 正 前

氏【フリガナ 名 氏{フリガナ】 名

昭和 昭手口
生年月日

平成
年 月 日生( 歳) 生旦l 男・女

平成
年 月 日生( 歳) 男・女

住所地の郵便番号 益道 群市 住所地の郵便番号 群市 E区
住所 111H 111 盛塁 区 住所 11 1ト寸 LI 1 区 生士

本人の発病 本人の発病

時の職業 時の職業

①~⑤ (略) ①~⑤ (略)

⑥傷病がJ台った(症状が固定した状態を含む。)かどうか。 @傷病が治った(症状が固定した状態を含む。)かどうか。

平成 年 月 日
確認

推定
治った日・・・平成 年 月 日

確認

推定

症状のよくなる見込・ 有・無・不明 症状のよくなる見込・ 有 無 不明

⑦ (略) ⑦ (略)

③ (略) ③ (略)
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⑨よ主主エ2発育・養育歴等(出生から発育の状況や教育歴及びこれまでの職歴

をできるだけ詳しく記入してください。)

ア発育・養育歴

イ教 育歴

乱旦塑

不就学・就学猶予

企主箆 L主通主盤

旦主主主 L笠通主盆

昆J室 L主通主盤

その他

ウ職歴

特別支援学級 ・ 特別支援学校)

特別支援学級 ・ 特別支援学校)

特別支援学校)

⑨障害左関連があると考えられる発育・養育歴等

ア発育・養育歴

イ 教育歴 i量盆主歴i

ウ職歴

エ 帥歴(書ききれない場合は⑬「備考J欄に記入してください。) エ 治療歴(書ききれない場合は⑬「備考」欄に記入してください。)

(※ 同一医療機関の入院・外来は分けて記入してくださいの)

( 略略)

⑮障害の状態(平成年月 日現症⑩ 障 害 の 状 態 ( 平 成 年月 日現症)

ア 現在の病状又は状態像(該当のロー7 数字、英数字をOで阻んでください。)I ア 現在の病状又は状態像(該当のローマ数字、英数字をOで囲んでください。)

前回の診断書の記載時との比較(前回の診断書を作成している場合は記入し

エ三主主ど斗

よ 玄ι主主主 立蓋ムエヒ主主主重生Lエと2..1.玉盟

1 ~N (略)

V 鐙金去週室等残遺状態

1~4 略)

VI 意識障害・てんかん

1~7 (略)

2 -

I~N (略)

V 会室主主等残遺状態

1~4 (略)

VI 意識障害・てんかん

1~7 (略)



-てんかん発作の状態 ※発作のタイプは記入上の注煮参照

1 てんかん発作のタイプ (A'B'C'D)

2 略)

W 知能障害笠

よ 担 血 墜 宣 Z 軽度二L 中等度 立 重 度 エ 最 重 度

.2..翠忽ま

主主企隼主立笠

4 笠宣笠盟主ft 7'蓋主主 こι童主 立 量 豊

エ その 他(

立 遂11'盤盤墜宣 6 注童堕宣 ヱその他)

VllI 発津障害関連症状

1 相互的な社会関係の質的障害 2 言語コミュニケーションの障害

立限定した常同的で反復的な関心と行動 4 三笠盆i
政人格変化

1 欠陥状態 2 無関心 3 無為

4 その他症状等(

X 乱用、依存等」翠iJ&.J等名:

1 ~3 (略)

刻その他〔
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※てんかん発作の状態

1 てんかん発作のタイプ〔

2 (略)

3 その他(

W 知能障害

A 精神遅滞

1 軽度 2 中等度 3 重度 4 最重度

主痴呆

上藍/J!' .2..中等度 J主重/J!'
4 その他症状等(

VllI 人格変化

1 欠陥状態 2 無関心 3 無為

4 その他(

IX 乱用、依存等(薬物等名)

1 ~ 3 (略)

X その他〔



イ 左記の状態について、その程度・症状二基左翠笠を具体的に記載してくだ

さい。

ウ 日常生活状況

1 家庭及び社会生活についての具体的な状況

(ア) 現在の生活環境(該当するもの 1つをOで囲んでください。)

入院・入所・在宅・その他(

(施設名 ) 

同居者の有無(有・無)

(イ) (略)

2 日常生活能力の判定(該当するものにチェックしてください。)

(判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してく

ζ訟止

(1)適切な食事ー配膳などの準備も含めて滴当量をバランスよく摂ることが

ほぼできるなどn

早できる且自発的にできるが且自発的主2適王足立之旦助言や指導をして

時には助言や指豊 主主はできないが盟主 主できない差与三

を必要とする 全量笠があればできる 足立主主主こ

(2 )身辺の清潔保持 洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等がで

きるのまた、自室の清掃や片付けができるなどn
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イ 左記の状態について、その程度・症状を具体的に記載してください。

ウ 日常生活状況

1 家庭及び社会生活についての具体的な状況

(ア) 現在の生活環境(該当するもの 1つをOで囲んでください。)

入院・入所(腕設名 ) ・在宅・その他(

同居者の有無(有・無)

(イ) (略)

2 日常生活能力の判定(該当するもの 1つをOで囲んでください。)

」注L....:援助とは、助言、指導をいい、身体介助を含まない内

-本人の一人暮らしを想定して記入してくださいn

(1)適切な食事摂取

三L 亘笠血l三~自発的にできるが i 自発的i三はでき 4できない

できる 援盟主必豆 ないが握監があ

ればできる

(2)身辺の清潔保持



旦できる旦自発的にできるが旦自発的主2適互主笠之口助言や指導をして

時には助言や指導 主主はできないが盟宣 主できない差与三

主単亙よ之丞 全量主主があればできる 広宜主主主こ

(3 )金銭管理と買い物ー金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる門

また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物

がほぼでぎるな左。

旦できる且主主主担できるが 旦盟宣全量主主があれば且監宣笠室主之主

時には助言や指導

を必要とする

できる てもできない若

しくは行わない

(4 )通院と服薬(要・不要) 規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医

に伝えることができるなt'n

旦できる旦主主註担できるが 旦盟重宝霊童があればロ助言や指理をし

時には助言や指導

主坐室主主ゑ

できる てもできない若

しくは行わない

(5)他人との意思伝達及び対人関係ー他人の話を聞く、自分の意思を相手に

伝える、集団的行動が行えるなど。
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~皇盈色i三È.自発的にできるが i 自発的ζはでき 止できない

できる 量盟主坐室

(3 )金銭管理と買物

ないが量盟があ

ればできる

a連盟主 主盤担できるが -"-阜登血ι旦主主 止できない

できる 盆盟主必室 主ど主塁盟があ

ればできる

(4)通院と服薬(要・不要)

ム連盟ι E.盤主主できるが 」乙旦塗血ι旦主主 4 できない

できる 並担当霊 主じさ蓋盟があ

ればできる

(5 )他人との意思伝達及び対人関係



且できる旦主主主主できるが 巳盟童全室主主があれば巳盟重宝皇室主主

時には助言や指導

室単室主之丞

できる エムできない蓋

しくは行わない

(6 )身辺の安全保持及び危機対応一事故等の危険から身を守る能力がある、

通常と異なる事態となった時に他人に

援助を求めるなどを含めて、 i高正に対応

することができるなどの

且できる旦主主主担できるが 旦盟豆宝皇室主があれば且盟重宝畳笠主主

時には助言や指導

主必室主主主L

できる エムできない差

しくは行わない

(7)社会性一銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。ま

た、社会生活に必要な手続きが行えるなどの

旦できる早おおむねできるが 旦助言や指導があれば旦塾重宝童笠主主

時には助言や指導

を必要とする

主主ゑ 三主主主主ど蓋

しくは行わない

3 日常生活能力の程度(該当するもの一つをOで囲んでください。)

※日常生活能力の程度を記載する際には、状態をもっとも適切に記載でき

る(精神障害)又は(知的障害)のどちらかを使用してくださいの
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-"-連盟主 主壁土主できるが ♀皇笠血与旦主主 ヰできない

できる 基盤ぎ必霊

(6 )身辺の安全保持及び危機対応

主ビ盗塁盟があ

ればできる

三L連盟ι JL盤主できるが i 皇塗血ζ些主主 止できない

できる

(7)三笠隼

盆盈ぎ必窒 主心室壁盟があ

ればできる

3 日常生活能力の程度(該当するものを選んでどれか 1つをOで囲んでく

ださい。)



盤笠堕宣i
(1) 精神障害(病的体験・残遺症状・翠盆主主・性格変化等)を認めるが、

社会生活は普通にできる。

(2) 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活ζ

は、援助が必要である。

(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困

難を生じることがある伺社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこどもある《令銭管

理はおおむねできる場合など向)

(3 ) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて

援助が必要である。

(たとえば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とす

るの社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合

主主主L

(4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助

が必要である。

(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられるn 自発的な発言が少ない、あって

も発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする伺金銭管理ができない場合な

主斗ー

( 5) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の

壁盟が必要である。
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(1) 精神障害(病的体験・残遺症状・痴呆・精神遅滞・性格変化等主と主-，，-)

を認めるが、社会生活は普通にできる。

(2) 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活上

盟墜空ある。

(3 ) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて

援助が必要である。

(4 ) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助

が必要である。

( 5 ) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の

金重が必要である。



(たとえば、家庭内生活においても、食事や身のまわりのことを自発的にすることが

できない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)

(知的障害)

( 1 ) 知的障害を認めるが、社会生活は普通にできる。

(2) 知的障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活に

は、援助が必要である。

(たとえば、簡単な漢字は読み書きができ、会話も意思の疎通が可能であるが、

抽象的なことは難しい。身辺生活も一人でできる程度)

( 3) 知的障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて

援助が必要である。

(たとえば、ごく簡単な読み書きや計算はでき、助言などがあれば作業は可能で

ある。具体的指示であれば理解ができ、身辺生活についてもおおむね人ででき

る程度)

(4) 知的障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助

が必要である。

(たとえば、簡単な文字や数字は理解でき、保護的環境であれば単純作業は可能

である。習慣化していることであれば言葉での指示を理解し、身辺生活について

も部分的にできる程度)

( 5) 知的障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の

援助が必要である。
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(たとえば、文字や数の理解力がほとんど無く、簡単な手伝いもできないn 言葉

による煮恩の疎通がほとんど不可能であり、身辺生活の処理も一人ではできない

程度)

エ現症時の就労状況 | エ社会復帰施設、グループホーム、作業所等の利用状況、期間等

0勤務先 ・一般企業 ・就労支援施設 ・その他)

0雇用体系 ・障害者雇用 ・一般雇用 ・自営 ・その他)

O勤続年数( 年 ヶ月 o仕事の頻度(週に・月に日)

Oひと月の給与( 円程度)

♀生霊2恩$

O仕事場での援助の状況や意思疎通の状況

オ身体所見(神経学的な所見を含む。)

乏 臨床検査(心理テスト(知能障害の場合には、知能指数ムー精神年齢)を

含む。)

キ 福祉サービスの利用状況(障害者自立支援法に規定する自立訓練、共同生

活援助、共同生活介護、在宅介護、その他障害福祉サービス等)

⑪~⑬(略)
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オ在宅支援(訪問看護等)の利用状況

乏身体所見(神経学的所見を含む。)

主 臨床検査(心理テスト(知能障害の場合には、知能指数副主精神年齢)を

含む。)

⑪~⑬(略)



記入上の注意

1 ~ 3 (略)

4 r障害の状態」の欄は、次のことに留意して記入してください。

(1)略

~現在の病状又は状態像の「前回の診断書の記載時との比較|については、

前回の診断書を作成している場合は記入してください。

(立) 知能障害の場合は、知能指数(又は精神年齢)よ盆室旦を⑩の欄の

rj] 臨床検査」欄に必主記入してください。

(4) てんかんの発作回数は、過去 2年間の状態あるいは、おおむね今後 2年

聞に予知される状態を記入してくださいの

また、てんかんの発作の欄は、下記の発作のタイプを参考にしてA~D

をOで囲んでください。

A 煮識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

B :常識障害の有無を問わず、転倒する発作

C :賞識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作

D :煮識障害はないが、随煮運動が失われる発作

5 r①障害の原因となった傷病名 l欄に神経症圏 ([CD-IOコードが rF

41)の傷病名を記入した場合で、「統合失調症、統合失調症型障害及び宴想

性障害|または「気分(感情)障害j の病態を示しているときは、「⑬備考|

欄にその旨と、示している病態の ICD-IOコードを記入してください。
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記入上の注意

1 ~ 3 (略)

4 障害の状態」の欄は、次のことに留意して記入してください。

(1)略

(2..) 知能障害の場合は、知能指数(又は精神年齢)を⑩の欄の「キ 臨床検

査」欄に記入してください。



(見IJ添)認定事例(精神の障害「発達障害J)

織式第".脅の4重量
Eヨ断

吾必、

ロ~

国 民 会事 金

厚生年金保険
船員保険

⑮ (精神の障害用)

『
診
徳
録
で
確
認
』
ま
た
は
「
本
人
の
歯切
立
て
』
の
ど
ち
ら
か
を

O
で
圏
々

本
人
の
申
立
て
の
場
合
は
1

そ
れ
を
鹿
取
し
た
毎
月
日
を
記
入
し
て
〈
だ
さ
い
・

女

しな

日生 (2 6 

本人の9宅街
碕の職"

q 月5 年60 

目
{ 

q 月5 

O 

生存60 

O 

o

E
m
 

O 
O 

O O 
間耐}

氏名

しな@:既存障害日
( 

30 月q 年19 

しな

阻述書の氏名 0 0 0 0  諦求人との続 柄 母親 聴 取年月日平成初 年 9 月 初 日

劫止制 t、古詩句通れを<t.，た a吋、宇故t二入宇する'R'、'l内題'l令。、 勺 た. 宇 0帥令韮IlIl<t "令。、勺 た が 他 人 ど

のえ味。， l'き子高U.lτ いた. 令宇 tζ イトるど叶向ι入机てもらえ寸Zぃ l'め ら Ilていた. 島松どえ宇 -(/.1‘はどんピ

fきヂ ιいたが珂どか阜茸するこどはできた. 1<骨 ~ot依t、抗試 L たが、戦地 f コミュ二ケーシヨ〆がうま
いか辛か ~ たのか次皐 t、悟畠卓や頑高を叶え仕事会悼みがち t、イト I) 3 ヶ月 11且壮 . 寧読どもロをきかず、.~昼"
きこも I}がち κイト勺たためι<IT乱 向車め f省民を長時 tた.

⑤既往症.<1宝酒離症状のよくなる見込 有日 確認
推定月

ヲネ4局c.:..f，t専攻、 同年 6n本"児期
不就学同室2慣予
小学後 C丞温，..最 特別支援学銀 特別..，憂学後 )
中学校<!3s松 特別支復学級 特別支後学校)
高校 cr"曹冨老松 特別支11学校)

その他 001<宇 ネ

(
お
願
い
)
太
文
字
の
欄
は
‘
記
入
漏
れ
が
な
い
よ
う
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

， 1う.
車止 他人の書士均宰を迫旬tリ量得τ，-ð 辛いため、;.t旬寺Æ~

.'ずさ令い。

このため .1会通忌が白目雄どイfIJ..品拳 杵うっ，l.令

寄定、 ~f主主計から周晶時1o!t品。ξ 自... ゥ.
こだわリや喜いle..みが珪<. ，司幽から持捕さ wrも主止が雄 L

、‘.
』事時晶串 tζ よリ.杵う勺l*:島は止..， ~つあるが、吉動 'l躍得

l " <いため誤解されやすい . 虻~. lても人向肉体内喧盆 て.-d<!，止

さL令い.

+量埼不

4 思考雰逸

前回の"餅.の"01将との比鍛(前国の"断・を作成している場合は"入して下さい.>
1 変化伝L 2改.している 3 題化している 4 不明

1 河うつ柑 ー ー
'思考遵動制止 2 刺重墜‘興奮 3 ・a♀~
4 自殺企図 5=孟)t
6 その他(

E そう状勉

1行為心温 2 多発多動 3 感情思網島."敵役
5 g怒性徴刺ヨ酸性Jt進 6 ..大性
7 その他{

m幻賞委想技館・
1幻覚 2 妄想 3 させられ体.. 
5 著しい奇異な行為 6 その他{

W 精神遅枇輿"状飽"ぴ昏速の状"
1 興奮 2 昏逮 3 拒絶割巨食 4 ，民製思考
5 衝動行" 6 自傷 7 無動。無反応
8 その他〈

V 線全盆盟室等残温状態
伝』且~ 2感情箆廓
4 その他{

W 怠u・s・害てんかん
，，，傷退濁 2 I夜間}せん妄 3 もうろう
5 てんかん発作 6 不健蟻痘 ?その他{

誤認てんかん発作の状惣 *'著作のタイプは毘入上の宝s・照

Sてんカん発作のタイプ (A B C D 
2 てんカんの，著作の繍度〈年間 閏月平勾 閲‘週平m

w 知飽隊曹等
1知的障害ア経度 イ中寄II
Z 也知症 3 その他定状等
4 学習の図賂ア餓み イ 書き ウ計算
5 遂行鎗能隊書 6 ;，主".. 望書 7 その他(

沼鐙逮置里皿温亙"--
年.，.宮前計鈴会問。~mff飽障害 2宮崎コミュニケークヨム〆の障害

ErII;I~l.t-湾問的で反lIè1lt..:Mrl、""司副 4 その他〈

広 人格変化
1 欠陥状錨 2 ..凋心
4 その他症状等〈

X 乱用、依存等{疎絢寄名
' 乱用 2 依存

沼その他 [ 

4 錯乱

回程度〉

4 思考形式の陣容

ヱ.宣度

エその他(

3 "欲の減退

ウ宣度

(
お
願
い
)
臨
床
所
見
等
は
、
鯵
療
録
に
基
づ
い
て
わ
か
る
範
置
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

3 無為

3 櫨脱

本人の障害の程度及び状瞳に無関障な掴には記入する必要はありません.(無関罷な欄は.斜線により抹消してください.) 



ウ日常生活状況
1 事庭及び社会生活についての具体的な状況

(ア)現在由生活環境(該当するもの一つをOで囲んでください.) 
入院 ー入所<'1'r宅ラー その他

(施設名 一一一 ) 

同居者の有無に事 無 )

(イ) 全般的状況(家族及び軍族以外白書との対人関係についても
具体的に記入してください.) 

[向山時人酬はきわめてむい・ 1 
2 日常生活能力の判定{骸当するものにチヱツクしてください。)

〔判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください.) 

(市)適切な食寧-"澗などの準備も含めて適当量をバランスよく綴ることがほぼできるなど.

自発剛こできるが時 自発的かっ遁互に行うこ 助冨や館事をしても
口できる 口には助君や繍測を必恒とはでき怠いが助言や指口でき怠い若し〈は行

要とする 揚があればできる わない

(2)身辺の清潔保持一沈面、洗髪入浴等の身体の衡生保持や着佐ぇ等ができる.また、
自室の消婦や片付けができるなど.

自発的にできるが碕. 自発的かつ適iElこ行うこ 助曾や措場をしても
口できる ロには助言や指導を必固とはでき伝いが助言や指口でき怠い若しくは行

要とする 場合唱制まできる わむい

(3)金銭管理と買い物ー金銭を独力で適切川こ管虚しやりくりがほぼできる.また一人で

資u、物が可能であり、計画的な靴、物がほぼできるなι

口できる 回E522121J22ロ野判闘があればで口哲よぜ品す
要とする わない

(4)通院と闘⑥不要)ー制剛こ蹴や闘を行い病状等性治医lこ伝えることがで
きるなど.

おおむねできるが時 h 助曾や抱擁があればで 助冨や指事をしても
口できる 口には助曾や術場を必 Eきる 口でき芯い若し〈は行

要とする わ訟い

(5)他人との1<思伝逮及び対人関係ー他人の穏を聞く、自分の意思を相手に伝える、集図的

行動が行えるなど.

口できる ロE5221器LZ口助言や指導があればで 包批智〈官
要とする きる わ怠い

(6)身辺の安全保持及び危樋対応 事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる理解

悠となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適
正に対応することができるなど.

おおむねできるが時 験冨や指視をしても
ロできる 'Bには助曾や指喝を必口助言や指却があればで ロでき怠い若し，，>行

安とする きる わない

(7)位会性一銀行での金銭の出し入れや公共施設場の利用が一人で可能.また、社会生活
に必要な手続きが行えるなど.

おおむねできるが時 助冨や指喝をしても
ロできる 缶には助言判官軒必 ロ22や閥があればで 口でき叫唱し〈聞

要とする わ訟U

工事室扇面読芳荻;j/
01助務先(一般企業作業所般労支援絡殴などの名称祖頬及び鱒害者雇用、 般雇用

自営などの雇用形態について但厳してください.)

0動続年数〈 年 ヶ月 o怯事の績度(週に月に臼)

。ひと月の鎗与(

O仕事の肉容

円程度)

。仕事渇での媛助の状況や意思疎通の状況

3 日常生活能力の程度(該当するもの一つをOで囲んでください.) 
※目常生活能力の程度を記織する際にl乱状睡をもっとも適切に記
離できる{輔神障害)又は{知的陣嘗)のどちらかを憧用して下さい。

(精神障害)

(1)精神障害{病的体験残遺症核認知症性格変化等)を認め
るが、社会生活は普通にできる。

(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活Iま普通にできるが、社
会生活にr:.揖助が必要である.
(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが状況や手順が変化した
りすると悶難を生じることがある.社会行動や自発的な行動が海切に出来
ないこともある.金銭管理はおおむねできる場合など.)

{(3J)輔神障害を認め、家庭内での単輯な呂常生活はできるが、時
iこ応じて揖助が必要である。

(たとえば習慣化した外出はできるが家事をこなすために助言や指樽
を必要とする.社会的な対人交涜は乏し〈自発的な行動に閤楚がある，
金銭管理が倒鍵な場合など.)

(4) 精神陣審査認め、日常生活における身のまわりのニとも.多く
の撞助が必要である。

(たとえば著しく適正を欠く行動が見受けられる.自発的な発言が少な
い、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする，金銭管
理ができない場合など.)

(5)精神陣容を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、
常時国揖助が必要である.

(たとえば家威内生活においても、食事や身のまわりのことを自発的に
することができない。また在宅の掛合に通院等の外出には付き添いが
必要な掛合など.)

(知的障害)

(1) 知的障害を認めるが、社会生活は普通にできる.

〈副 知的陣容を認め.家庭向での自常生活は普通にできるが.
社会生活には、撞助が必要である@

(たとえば簡単な漢字は統み書きができ会話も意思の疎通が可能であ
るが、抽象的なことは難しい。身辺生活も 人でできる程度}

(3) 知的障害圭認め、 家庭向での単純な日常生活はできるが、時
に応じて橿助が必要である。
(たとえば、ごく簡単な続み書きゃ計算はでき、助宮などがあれば作業は
可能である.具体的指示であれば狸解ができ身辺生活についてもおお
むね人でできる程度)

(4) 知的障害を認め、目常生活における身のまわりのニとも.多〈
の揖助が必要である.
(たとえば、術単な文字や数字は盟解でき、保道的環境であれば単純作
業は可能である.習慣化していることであれば曾灘での指示を理解し、身
辺坐慌についても郁分的にできる程度)

(5) 知的障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため.
常時由揖助が必要である.
(たとえば、文字や放の理解カがほとんど無く簡単な手伝bもできな
い.3楽による意思!の疎通がほとんど不可能であり 身辺生活の処躍も
人ではできない程度)

オ身体所見{押経字的立所見を吉む)

特 t、'"l 

カ 臨 床 検 査{心理テスト{知能テストの場合には.鉛縫術数‘精神年鈴)を含むJ

実証せず

ーム"，，-:i:ol=叫円'一・幽沖』ー一一

やl咽 τきてい令い

主…生活活 I'~1:"，…叫芳一いる今森山崎いー刷れ狼 i 、
動能力及び労働能力
{必ず記入して〈ださい.) 

|⑫ 

予後
持うーラ、企昌也込.'輯<<:l -r乙 迫止令成功。f得 ら"令ければ，迫;;d:;f-j.~晶 CJ蛙〈て'あろヲ .

{必ず12入して〈ださい.) 

|窃

備考

上記のとおり、診断します.

病院又は惨療所由名称

所 在地

平成年月日

診療担当科名

医師氏名

(繍神保健鎗定医

印

号)



(付記)

O 本例は、平成 19年4月頃から発達障害に起因する不適応のため抑うつ状態が顕著に現れ、同年

9月 30日に医療機関を受診したものであるため、初診日は 20歳以後で初めて受診した平成 19 

年 9月 30日とした。この診断書の障害の状態は、平成 22年4月3日現症であり、障害認定日の

障害の状態が確認できる。

O 傷病は、「広汎性発達障害」であるので、⑦、③欄でこれまでの病歴等を確認する。⑨欄の教育歴

等から知的障害を伴う可能性があるか、⑮欄から病態を確認、する。

園認定

障害の程度は、発達障害特有の社会関係の障害から憂うつ気分、希死念慮などが生じている。また、

こだわりや思い込みが強く、限定的な行動が見受けられる。

日常生活では、他人との交流はほとんどなく、日常生活能力の判定は、ほぼ「助言や指導があれば

できる」または「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」であり、日常生活能力の程度は、

「家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。J状態であることから、「日

常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」

に該当すると認められるので、 2級 16号と認定される。



(参考)く改正後>

診断 械式第120号の4

tコリガナ} 昭和

氏名 生 年 月 日 年 月 日 生 〈 旗) 性別 男・女
平成

住所地の 都道 郡市

日
住 所 I IーII I I I 府県 匡

|① 昭和
齢層揖で確盟

本人の尭摘
②傷病の発生年月日 年 月 日 本人の申立て

平成 ( 隼 月 日〉
崎の融業

障害の廟固と
齢樺蜂で確認

なった傷晴名 @①のため初めて医師
昭平和成 年 月 日 本人の申立て ④既存陣害

ICO- 10コード(
) の惨療を受けた目 {年月 日〉

⑥した傷状鋳態がを治含っむた，(症状が薗定 平成 年 月 日 確忽 症状のよくなる見込・ 有 踊 不明 ⑤既往症
)かどうか， 権定

|① 
四述書田氏名 鵠 求人との続柄 聴 取 年 月 日 生手 月 g 

発病から現在までの甫歴

及び治療の経過.内容.

就その学他就参労考状と現な等る.期間、
る事項

て鋼みで

ださ〈

': 
I@ 嘗 」一一一ー

にお断け書る作初成齢医時療所機見関

初S!f.周回

年 月

団 ア発育聾育歴 イ 教育歴 ウ 臓 歴

こ〈出れ生まかでらの発発育育の養状育況座や簿教育
乳児期

不就学・誠学猶予

医及びこれまでの職歴をでき
小学技(普通学組・特刷支揖学組・特目'1支揖学校}

高中学校(普智遍通学学銀級 特特別支支後t星学零後級 特別x徳学綬}るだけ詳し〈記入して〈ださ 捜 { ・別 } 
いー) その他

ヱ 治療歴(書ききれない場合は⑪ f備 考」欄 に記 入してください。) (※同 医療機関白人院 外来は分けて記入してください.)

医 療 機関名 治 療 期 間 入院外来 病 名 主な療法 転帰{軽怯悪化不置)

年 月~ 年 月 入院外来

年 月~ 年 月 入院外来

年 月~ 年 月 入院外来

年 月~ 年 月 入院外来

年 月~ 年 月 入院外来

⑩ 障 害 の 状 態 (平成 年 月 日現症 }

ア現在白病状，，1ま状瞳像 {骸当田ロ マ数字、 英数字をOで囲んでください.} イ左記白状睦 1=ついて、 その程度 ・寵状・処方車等を具体的に配置してください.

前回の..断書の記眠時との比恒{前回の..断書を作成している場合は記入して〈ださい.J
1 賓化本し Z改画している 3 ..化している 4不明

I 抑うつ技腫

41 思自考殺企連凶動制止 25 刺希灘死性念慮、興奮 3 憂うつ阻分

6 その他(

E そう行易そ状のa包鎗性他心(迫!後刻1 冗2進多弁・多勘 3 感情皐禍ー刺量性 4 思考奔逸
5 ai3tt.'tIl!l11t性 6 蹄文性
7 } 

E 幻覚著幻書覚L盟い校奇胆 帯1 fJ~ 2 想 3 させられ体腺 4 思考酪式の陣曹
5 異な行為妄 6 その他(

W 精神そ奥ro還の書m鵬他行興ゐ〈奮伏慾及SびE6逮昏8遂・の状悠5日 2 &~ 3 拒7絶情・拒動食・無反応 4 麗裂思考

V 統41合そ自央の問闘他症{構聾遺..瞳2感情民麻 3 意欲の"退

~ .!U窓て匝崎ん陣容か混ん濁て発ん作かん
E1 2 (在E間不)撞せ擁ん定葺 フ3 もそラのる他ラ( 4 錨2礼

} 

-てんかん発作の杭眼 諜発作の.イプ'""入上の;主軍司書問

tてんかん発作の'，<プ (A  B C . 0 
2 てんかん艶作の頻度(年間 園、周平均 園、週平均 固担度)

明 知能知陣的容障a害， 
t ア軽度 イ 中等度 ウ 量産エ量貫虚， ..蜘症 3 その他症技帯
4 学習の困眠 7 臨み イ 書き ウ計算 エその他[
5 遂行揖能障害 6 注意陣曹 7 その他{

咽尭遺障害問遺症.. 
1相互的な社会開優の質的障害 E 宵I!コミュヱケーションの障害

3 限定した常間的で"..的屯関心と行動 4 その他(

民 4人1格欠そ産陥の化他祇症纏抹 Z 鯖関心 3 無冶
帯( } 

x "用昆‘用依存帯(藁鞠尊名' } 

1 !tJI! 2依存 3 離脱

沼その他 〔

(精神の障害用)書
団 長年金
厚生年金保険
船員保 険⑮ 

(
お
願

い
}
臨
床
所
見
等
は
、
信
療
録
に
基
づ
い
て
わ
か
る
範
囲
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

本人目陣奮の程度且び状睡に無関係な柵には記入する必要はありません.(線開慌な欄1;1:， 輯韓により篠消してください.) 



ウ 日常生活状況
1 軍庭及び社会生活についての具体的な状況

(ア)現在の生活環境{該当するもの一つをOで囲んでください。)
入院 ・入所・在宅・その他

(施設名 ) 
同居 者 の 有 無 (有 無)

(イ)全般的状況(軍族及び軍族以外由者との対人関係についても

具体的に記入してください。 )

2 日常生活能力の判定(該当するものにチェックして〈ださい.) 

[判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください.) 

(1)適切な食事一夜勝などの準備も古めて適当h訟をバランスよく探るこどがほぼできるなど，

自鍵釣にできるが時 自発的かっ適正に行うこ 助曾や指噂をしても
口できる 口には助君や術導を必口とはできないが助曾や指口でき怠い若しくは行

要とする 揚があればできる わ怠い

(2)身辺の清清保持ー洗面、注侵入検簿の身体の衛生保持や着信ぇ等ができる.また
自室の清栂や片付けができるなど.

自発的にできるが符 自発的かつ連主に行うこ 助冨や指湯をしても
ロできる 口には助言や術事を必ロとはでき怨いが勘雷や徹口できらい若し<1立行

要とする 議があ制まできる わない

(，)金銭管理と買い物ー金銭を独カで適切に管理しやりくりがほぼできるaまた、一人で

賢い物が可能であ旬計画的な買し、物がほぼできるなどa

日時る ロtEE21留 品 口 帽 判岬があればで臼故宮?〈13
要とする きる わない

(4)通院と服叢(要不讐)一刻II的に通説や服業を行い病状等を主治医に伝えることがで
きるなど。

口でH ロEEB21留品目助言や脚内れ町口忠11感官
要とする きる わ忽い

(5)他人との重恩伝逮及び対人関係ー他人の銘を側1<、自分の意思を梱平に伝える、集団的

行動が行えるなど.

口できる 口E52器 官品。日開州制あれ間口哲ど忠占ig
要とする きる わない

(6)身辺の安全保持及ぴ危纏対応 事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事

簡となった時に他人に!l1WJを求めるなどを含めて遁
1Eに対応することができるなどe

ロできる ロE52212官22ロ野崎擦があればでロ TftJ1F主EF
要とする わ伝い

(7)役会性 銀行での金銭の出し入れや公共施設等の判用が一人で可能.また、社会生活
に必要な手蹴きが行えるなど.

口できる ロE凶器官器口助言や術専があれ肘ロ怒113占官
きる

要とする わ訟い

ヱ寝室両面証膏表現
Ol!務先 一般企象 ・蹴労支慢!Ii殴 ・その他{

Olll!!体系 陣害者雇用 ー鍛贋周 ・自省 その他

O勤続隼舷( 年 ヶ月 o仕事の頻度(週に・ 月に 日〉

0ひと月の給与(

O仕事の肉容

円程度〉

0仕本場での鑓助の状況や倉思疎通の状況

F 
現症時白日常生活活
動能力及び労働能力
{必ず包入してください.)

|⑫ 

予桂
{必ず"入して〈ださい.)

1σ 
備考

上記のとおり、診断します。 平成年月日

3 日常生活能力の程度(設当するもの一つをOで囲んでください。 )
※日常生活能力の程度を配離する際には‘状態をもっとも適切に記
酷できる(精神障害)又1副知的障害)のどちらかを世間して〈ださ
L、.

(精神陣容)
(1)精神障害(病的体瞳瞳遺症状・認知症性格車化寄与)を認め

るが、社会生活lま普通にできる.

(2) 精神障害を認め、家庭内で由民常生活は普通にできるが、社
会生活にlふ揮助が必要である。
(たとえば、日常的な家事をこなすと剖まできるが、状況や手順が変化した
りすると困難を生じることがある.社会行動や自発的な行動が適切に出来
ないこともある，金銭管理はおおむねできる場合など.)

(3) 輔神陣容を認め、家庭向で由単純なB常生活はできるが.時
に応じて揖助が必要である.
(たとえば 冒慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導
を必要とする，社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。
金銭管理が困難な場合など.)

(4) 精神障害を認め‘ 日常生活における身のまわりのことも、多〈
の極勘が必要である.

(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる， 自発的な発言が少な
いあっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする.金銭菅
理ができない場合など.)

(5)精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、
常時の揖助が必要である.
(たとえば、家雌内生活;においても、食事や身のまわりのことを自発的に
することができない.また、在宅の場合に通院等の外出には、付き源いが
必3警な場合など'.) 

(知的障嘗}

(1 )知的陣審査認めるが、社会生活は普通にできる.

(2)知的障害を認め.家庭内での日常生活は普通にできるが、
社会生活に!立、橿助が必要である。

(たとえば、簡単な漢字は税み書きができ会話も意思の線通が可能であ
るが、抽象的なことは難しい園身辺生活も 人でできる程度)

(3) 知的障害を留め‘家庭向での主単純な日常生活はできるが、時
に応じて撞助が必要である。
(たとえばごく惰眠な続み書きや計算はでき、 WJ含などがあれば作業は
可能である.具体的指示であれば理解ができ身辺生訴についてもおお
むね人でできる程度}

(4)知的陣容を認め.臼常生活における身のまわりのニとも、多〈
の撞助が必要である.
(たとえば、簡単な文字や数字は恩僻でき、保護的環境であれば単純作
業は可能である，習慣化してb、ることであれば言集での術示を理解し 身
辺生紙についても部分的にできる程度)

(5)知的障審査認め、身のまわりのこともほとんどでき本いため.
常時田揖助が必要である。
{たとえば、文字や数の君主角惇カがほとんど無く簡単な手伝いもできな
い.言葉による意思の疎通がほとんど不可能であり身辺生活の処理む
人ではできない程度)

オ身障所見(神経宇酎な所見を吉む。)

カ臨床議蚕{心理テスト(知能障曹の場合には、知樹首位繍神年齢〉を含む.)

キ福祉サービスの利用状況(障害者自立主撮法に規定する自立訓練、

共同生活樋助.共同生活介護、在宅介題、その他陣害福祉サービス等)

{精縛保健緬定医 号)

病院又は齢療所町名称

所 在地

移療担当科名

医師民名 印



診断書を作成Lていただく医師に手渡すまでは、『記入上回注意Jは切り離さないでください。

記入上の注意

1この診断書I立、傷病の性質上、原則、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師に肥入Lていただくことになっています.ただし、てんかん、
知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害など診療科が多岐に分かれている疾患について、小児科、脳神経外科、神経向科、リハビリテ
ーション科、老年科などを尊門とする医師が主治医となっている場合、これらの科目医師であっても、精神・神経障害回診断又は治療に従事し
ている医師であれば記入可能です.

2 この診断書は、国民年金、厚生年金保険又は船員保険の障害給付を受けようとする人が、その裁定請求書に必ず添えなければならない書類の一つで、
初診日から1年6月を経過した日(その期間内に治ったときは、その日)において、国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表又は船員保険
法施行令別表(以下「施行令別表」という.)に該当する程度の障害の状態にあるかどうか、又は、初診日から1年6月を経過した日において、施行令別
表に該当する程度の障害の状態でなかった者が、 65歳に到達する日の前日までの聞において、施行令別表に該当する程度の障害の状態に至ったか
どうかを証明するものです。

[詰iJZ長野為EEZZ弘思議欝2tf手主険の年金給付の加算額の対象者となろうとする人等についても、轄の状態が施行 〕

3笹の欄は、この診断書を作成するための診断日ではなく、本人が障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日を記入してください。
前に他の医師が診察している場合は、本人の申立てによって記入してください。

4 障害の状態」の欄l土、次のことに留意して記入してください。
(1)本人の障害の程度及び状態に無関係な欄には記入する必要がありません。(無関係な欄は、斜線により抹消してください.)なお、該当欄に記入しき

れない場合は、別に紙片をはりつ吋てそれに記入してください。
(2)現在の病状又は状態像の「前回の診断書の記載舟との比較Jについては、前回の診断書を作成している場合は記入してください。
(3)知能障害の場合は、知能指数(又は精神年齢)と検査自動⑩由欄の「力臨床検査J欄に必ず記入してください。
(4)てんかんの発作回数は、過去2年間の状態あるいは、おおむね今後2年間に予想される状態を記入してください。

また、てんかんの発作の欄は、下記の発作のタイプを参考にしてA-DをOで囲んでくださし、
A 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B 意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

5 r①障害白原因となった傷病名』欄に神経症圏CICD-10コードがrF4J)の傷病名を記入した場合で、『統合失調症、統合失調症型障害
及び妄想性障害』または『気分(感情)障害』の病態垂示しているときは、『⑮備考』欄にその旨と、示している病態のICD-10コードを記入
してください。




